第17回厚木こども科学賞実施要領

１　目　的
学校や日常生活における自然科学分野の自由研究や科学作品の中で優れたものを表彰することで、科学に対する興味・関心を高め、自然に関する理解を深めるとともに、子どもたちの科学する心や研究への意欲の育成を図る。

２　主　催　　　厚木市
厚木市教育委員会

３　対　象　　　市内在住在学の小学生・中学生

４　募集内容
理科（物理・化学・生物・地学）、その他エネルギーや環境問題、緑の保全などについて、観察、実験、調査したことをレポートにまとめたもの、又は科学的な原理や技術に基づく新しい装置やしくみを絵や模型などに表したものとする。
(1) 応募資格　　個人又はグループ（３名以内）
(2) 応募作品
ア　科学研究レポート
(ｱ) 観察、実験、調査などを行ってまとめたものとする。
(ｲ) 児童・生徒の手書き又はワープロによる原稿とする。
(ｳ) 用紙の大きさは、Ａ３サイズまでとする。
小学校１年生から３年生については、画用紙（大きさは四つ切サイズまで）も可とする。
(ｴ) 参考にした本やインターネットホームページがある場合は、必ず最後に記述する。
(ｵ) レポートの表紙に作品名・学校名・学年・氏名を記入する。
(ｶ) グループで応募する場合（共同研究者がいる場合）は、全員の氏名、学校名、学年をレポート及び出品票に記載する。
イ　科学作品
(ｱ) 科学的な原理や技術に基づく新しい装置やしくみを絵や模型などに表したものとする。小学校１年生から３年生については、「未来の世界」を絵に表したものでもよい。
(ｲ) 作品の大きさは、たて、よこ、高さとも、50㎝以内とする。
(ｳ) 絵については、四つ切の画用紙とする。
[bookmark: _Hlk199840620](ｴ) グループで応募する場合（共同研究者がいる場合）は、全員の氏名、学校名、学年を出品票に記載する。
【共通事項】
※　科学研究レポート、科学作品とも未発表のものとする。（他のコンクール等へ応募した作品は対象外とする。）
※　上記条件を満たしていない作品は、審査の対象外とすることもある。
※　生成ＡＩによる生成物をそのまま自己の作品として応募・提出することは不可とする。
(3) 応募方法
ア　厚木市内の小・中学校に通っている児童・生徒は、応募作品と「出品票」を学校に提出する。
イ　厚木市在住で市外の小･中学校に通っている児童・生徒は、応募作品と「出品申込書／出品票」を厚木市教育委員会教育部教育指導課に提出する。
※　応募作品には「出品票」を添付する。（レポート・絵は裏面に貼る。模型等は仮止めする。）
※　グループで応募する場合は、全員の氏名、学校名、学年を記入する。
(4) 応募期間　　令和８年９月１日（火）から令和８年10月22日（木）まで
（市内小・中学校の「応募作品一覧」の提出は９月30日（水）まで）
(5) 提出先　　　厚木市教育委員会　教育部　教育指導課（厚木市役所第二庁舎４階）
	〒243-0018　厚木市中町３－１７－１７　　電話　(046)225-2675（直通）
(6) 募集方法　　厚木市内小・中学校へ通知
	広報あつぎ（７月15日号）
	厚木市ホームページ
	公民館等へのポスター掲示

５　審　査　　　　厚木市厚木こども科学賞審査会が審査する。
	              令和８年11月６日（金）　

６　発　表　　　　令和８年11月中旬までに入賞者に連絡する。

７　展示会　　　　令和８年12月５日（土）～12月６日（日）午前９時30分から午後５時まで
あつぎ市民交流プラザ　あつぎアートギャラリー１～３
（アミューあつぎ　５階）
厚木市中町２－１２－１５　　電話　(046)225-2510

８　授賞式　　　　令和８年12月５日（土）午後２時から午後３時まで
		あつぎ市民交流プラザ　ミュージックルーム２（アミューあつぎ　７階）

９　賞　　　　　　こども科学大賞　　　２点　（小学生の部、中学生の部から各１点)
こども科学優秀賞　　４点　（小学生の部、中学生の部から各２点)
入選　　　　　　15点程度　（すべての応募作品から15点程度)
※　共同作品が入賞した場合、副賞は作品１点につき１つとする。
※　参加賞の設定はなし。

10　作品の返却　　令和８年12月８日（火）から12月11日（金）まで
(1) 厚木市内の小・中学校に通っている児童・生徒の作品は、学校を通して返却する。
(2) 厚木市在住で市外の小･中学校に通っている児童・生徒の作品は、教育指導課窓口にて返却する。

11　その他
(1) 応募作品については、原則として学校名、学年及び氏名の公表・展示を行う。ただし、配慮が必要な場合は、教育指導課に連絡するものとする。
(2) 入選以上の作品についての記者提供は、教育指導課が行う。
